平成１７年１２月１２日

株式会社　伊予銀行

頭取　森田　浩治　殿
山水苑の環境を守る住民有志一同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報担当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０９０－３１９１－７４１７

　

山水苑内「旧麻生別荘」に関する要望書

貴社が資金提供をし、(有)桜住デザイン（代表取締役　大田ゆり）が推進している別府市山水苑地区の宅地開発計画に関して、以下要望します。

1． われわれ山水苑地区住民は、もともとの開発者であり、（有）桜住デザインの関連会社である林興産との取り決めによる風と光と杜との語らいの街｢山水苑｣団地規約に基づき、木の一本も伐採せずに山水苑地区の住環境を守ってきました。したがって、今回の開発計画に関しましても、その団地規約を尊重し、我々と共にこれまで築いてきた良好な住環境を守っていただくことが（有）桜住デザインおよび開発計画の資金提供を行っている貴社に求められている企業の社会的な責任であると考えます。
2． しかしながら、（有）桜住デザインは我々、地区住民に対して平成17年11月27日に初めての説明会を開催しましたが、その説明は不十分であり、納得のできるものではありませんでした。平成17年12月9日に示された、開発予定パースも到底、容認できるものではありません。かような状況において、住環境の悪化を我々は懸念しております。
3． （有）桜住デザインの説明では、わずか２週間しか経過していない本日から取り壊しの作業を始めるという事ですが、あまりに突如の事で困っております。山水苑地区の住環境に大きな影響を与える事が懸念される作業は一旦中止されることを強く要望します。
4． かような状況において、我々は地域住民として山水苑地区の良好な住環境と歴史的価値の高い麻生別荘の保護という観点より、各種メディアを通じて、意見を伝えてまいります。貴社におかれましても、企業の社会的責任を果たすという観点から（有）桜住デザインが推進している計画に関して、我々地区住民との誠意ある話合いによる問題の解決を図ることを望みます。
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